
 

 

 

 

○令和５年度事業計画 

新型コロナウィルスは、変異しながら感染拡大の波を繰り返すなど収束の兆

しが見えない中、昨年秋からは水際対策が見直され、移動制限の大幅な緩和に

よって外食需要やインバウンドの回復が一部で見られ、今後の畜産物の需要増

が期待されております。 

一方で、世界各地で記録的な干ばつ、洪水の多発など気候変動がもたらす自

然災害に加え、ロシアによるウクライナ侵略などによりエネルギーや穀物需給

の逼迫や歴史的な円安の影響から、配合飼料価格をはじめあらゆる原材料価格

の暴騰により、生産コストの大幅な上昇が経営を切迫しています。また高病原

性鳥インフルエンザが過去最多のペースで全国各地の養鶏場で発生し、県内で

も初めて２養鶏場で確認されました。改めて飼養衛生管理基準を遵守するなど

未然防止に努める必要があります。 

東日本大震災及び原子力災害から１２年を経過し、避難指示解除地域における営

農再開や復興牧場の整備など復興向けた取組みが進む反面、未だに県産畜産物

が適正な価格で流通されない状況が続く中、放射性物質処理水の海洋放出によ

って新たな風評を招くことが懸念されます。 

このような状況を踏まえて、畜産経営技術向上支援、肉用牛肥育経営安定交付金

制度及び肉用子牛生産者補給金事業等の価格安定事業、家畜伝染病の防疫・衛生対策

事業等を円滑に進めるとともに、風評の払拭並びに本県畜産物の安全性のＰＲ等に取組

むなど関係機関・団体と連携を図り、県内畜産業の生産基盤の強化と経営の持続的

な発展に向けて協会としての役割を十分に発揮して参ります。 

 

１．畜産経営・技術向上支援事業 

（１）畜産経営技術高度化指導事業及び畜産経営技術指導等推進事業 

畜産農家等に対し、畜種別の経営管理や生産技術等に関する支援等

を実施するほか、畜産関係団体連絡協議会を開催し、畜産関係団体の

連絡調整及び畜産経営に係る情報を交換し畜産技術の普及活動を行う。 

また、畜産コンサルタントの資格を有する職員等が、県内の畜産農

家等に対する支援、助言等を行うとともに畜産担い手の育成確保、地

域畜産の活性化を図る。 

 

【事業の財源】 県補助金（定額）・地方競馬全国協会補助金（定額） 

 



 

≪令和５年度計画≫ 

１）畜産関係団体連絡協議会開催 ２回（前年度計画2回） 

２）畜産経営分析支援システムの活用による経営管理支援 随時 

３）支援・指導畜産農家戸数 ５戸（前年度計画5戸） 

 

（２）畜産特別資金推進指導事業 

畜産特別支援資金融通補助事業（大家畜活性化資金、大家畜・養豚緊

急支援資金）の適正かつ円滑な推進を図るとともに、当該資金借受者の

経営改善を促進するため、借受農家及び融資機関に指導、助言を行い、

経営再建を支援する。 

 

【事業の財源】中央畜産会補助金（定額） 

 

≪令和５年度計画≫ 

１）畜産経営改善指導推進協議会の開催 ２回（前年度計画2回） 

２）対象農家の計画作成指導並びに計画達成指導の実施 ３戸 

（前年度計画3戸） 

 

（３）肉用牛経営安定対策補完事業 

担い手の高齢化等に対応し、肉用牛ヘルパー利用組合等が実施する活

動や地域における優良繁殖雌牛導入に対し助成を行う。 

 

【事業の財源】農畜産業振興機構補助金（定額、1/2） 

 

≪令和５年度計画≫ 

１）高齢者等の肉用牛ヘルパー利用の推進 ７団体（前年度計画７団体） 

２）優良繁殖雌牛の増頭補助団体数及び頭数 5団体 80頭 

（前年度計画3団体 75頭） 

 

（４）畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 

[畜産クラスター事業・機械導入事業] 

   省力化機械の整備等による生産コストの削減や品質向上など収益力・生

産基盤を強化することにより、畜産・酪農の国際競争力の強化を図るた

め、地域の収益性向上に必要な機械のリース導入に対して支援する。 

 

【事業の財源】中央畜産会（補助率1/2以内・定額） 



 

≪令和５年度計画≫ 

１）事業推進会議等の開催 

２）事業参加要望書の協議、取りまとめ等事務 

３）現地調査等の実施 

 

（５）畜産経営体生産性向上対策事業及び酪農労働省力化施設等緊急整備対

策事業 

    酪農家や肉用牛農家の労働負担軽減・省力化及び飼養管理技術の高

度化に資する機械装置の導入や労働負担軽減に資する省力化機械装置

の導入と一体的な施設の整備等を支援するとともに、将来にわたる地

域酪農の安定的発展に資するための取組を支援する。 

 

【事業の財源】中央畜産会委託費（補助率1/2以内・定額） 

 

≪令和５年度計画≫ 

１）事業推進会議等の開催 

２）事業参加の申請書等の取りまとめ事務 

３）現地調査等の実施 

 

（６）畜産近代化リース協会貸付等指導事業 

畜産近代化リース協会から最終貸受者に貸付された機械・施設の利用

状況確認調査を行うとともに事業推進を図る。 

 

【事業の財源】畜産近代化リース協会委託費（定額） 

 

≪令和５年度計画≫ 

利用状況確認及び管理指導の実施 

 

（７）畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 

[生産基盤拡大加速化事業（肉用牛）] 

   畜産クラスターに位置付けされた生産者が繁殖雌牛を増頭する場合に

奨励金を交付し、肉用牛の生産基盤の強化を図る。 

奨励金の交付単価 24,6万円(50頭未満) 17,5万円(50頭以上) 

 

【事業の財源】全国肉用牛振興基金協会受託金補助金 

 



 

≪令和５年度計画≫ 

１）事業推進会議等の開催 

２）事業参加の申請書等の取りまとめ事務 

 

 

２．情報発信・交流事業 

（１）機関紙の発行 

機関紙「畜産福島」を発刊し、県内外の関係機関及び畜産関係団体に

向けて畜産技術の普及活動や復興等に関する情報発信を行う。 

 

≪令和５年度計画≫ 

発行部数 年6回 1,200部／回（前年度計画 年6回 1,200部／回） 

 

（２）地域畜産支援指導体制強化事業 

ア 畜産関係団体調整機能強化事業 

県内畜産農家(女性)を対象に技術向上、担い手としての意識の高揚等

を図るため、「うつくしま福島畜産mother'sクラブe-EN」の各種活動や

意見交換会等を開催するとともに県産畜産物の安全性のＰＲ等を行う。 

  イ 畜産経営相談窓口整備 

 

【事業の財源】中央畜産会受託金 

 

≪令和５年度計画≫ 

１)講習会・イベント開催 ２回（前年度計画2回） 

２)意見交換会   １回（前年度計画1回） 

 

 

３．家畜衛生事業 

（１）予防接種事業 

   家畜伝染病発生予防のための予防接種事業 

家畜伝染病の発生及び流行防止のため、国・県の指導のもと、生産

者・市町村・関係団体及び地区家畜衛生推進協議会による防疫体制の強

化を図り、指定獣医師による家畜伝染病予防接種事業の円滑な推進を行

う。 

 

【事業の財源】予防接種生産者負担金 



 

 

≪令和５年度計画≫ 

予防接種名 実施頭数 

流行性脳炎・豚パルボ（混） 
５０ 

(１００) 

牛伝染性鼻気管炎（５混） 
１０，１１０ 

(１０，１６０) 

牛伝染性鼻気管炎（６混） 
２００ 

(２００) 

牛ヘモフィルス感染症 
１０，１００ 

(１０，１５０) 

アカバネ病 
１５，３７０ 

(１５，８００) 

牛下痢症（５混） 
２００ 

(２００) 

流行性脳炎（馬） 
８０ 

(１７０) 

馬インフルエンザ 
２９０ 

(３５０) 

馬３種混合 
５０ 

(１０) 

（  ）前年度計画 

 

（２）馬伝染性疾病防疫推進対策事業 

  ア 馬防疫強化地域推進対策事業 

競走馬以外の乗用馬に対する馬インフルエンザワクチン及び馬鼻肺炎

ワクチン接種の推進を行い、馬防疫を推進する。 

  イ 育成馬等予防接種推進事業 

   馬飼養形態の多様化及び頻繁な移動時の実態を踏まえ、育成場及び生

産地の繁殖牝馬について予防接種の徹底を図り、生産地における馬防疫

を推進する。 

 

【事業の財源】中央畜産会受託金・予防接種生産者負担金 

 

 



 

≪令和５年度計画≫ 

１)検討会の開催 

２)対象疾病：馬インフルエンザ、馬鼻肺炎、３種混合 

 

（３）自衛防疫強化総合対策事業 

県内の畜産農家を対象として、経済的に大きな被害を与えるアカバネ

病の発生を予防するためワクチン接種に伴う獣医師技術料を助成する。 

  

【事業の財源】福島県補助金（定額） 

 

≪令和５年度計画≫ 

 アカバネ病 15,370頭（前年度計画15,800頭） 

   

（４）牛疾病検査円滑化推進対策事業 

牛海綿状脳症（BSE）の清浄性をより正確に把握し、BSEの防疫対策を

検証するとともに、「牛海綿状脳症対策特別措置法」に基づき、96ヵ月

齢以上の死亡牛等の検査と適正処理の推進を図るため、畜産農家に対し

て輸送費用等を助成する。 

 

【事業の財源】国補助金（定額、1/2） 

 

≪令和５年度計画≫ 

死亡牛取扱 96ヵ月齢以上死亡牛等（48ヵ月齢以上で歩行困難・起立不

能を呈した牛を含む） 370頭（前年度計画400頭） 

 

（５）家畜防疫互助基金支援事業（互助基金：令和3年度～令和5年度） 

ロ蹄疫等の海外悪性伝染病が万一発生した場合の畜産経営への影響を

緩和するため、家畜の淘汰に伴う損失や経営再開に向けた家畜導入資金

並びに死体処理費用等を互助補償するための制度への加入推進を図る。 

 

【事業の財源】中央畜産会受託事業（定額） 

 

≪令和５年度計画≫ 

１）契約締結の推進、飼養衛生管理基準の遵守・徹底指導  

２）対象疾病：口蹄疫、牛疫、牛肺疫、アフリカ豚熱、豚熱 

 



 

（６）家畜生産農場衛生対策事業 

牛のヨーネ病、牛伝染性リンパ腫、牛ウィルス性下痢、アカバネ病の

清浄化、感染拡大防止対策等を推進し、家畜の損耗防止を図る。 

 

【事業の財源】国補助金（定額、1/2） 

 

≪令和５年度計画≫ 

１）牛ヨーネ病の防疫対策 

２）牛伝染性リンパ腫の感染拡大防止対策 

３）牛ウィルス性下痢の防疫対策 

４）飼養衛生管理基準遵守に関する農場指導の実施 

５）牛アカバネ病の流行防止対策 

 

（７）馬飼養衛生管理特別対策事業 

   馬の飼養衛生管理体制の総合的な整備を図るため、整備委員会、講習

会及び実態調査を行う。 

 

【事業の財源】中央畜産会受託金 

 

≪令和５年度計画≫ 

１）整備委員会の開催 １回（前年度計画1回） 

２）講習会の開催   １回（前年度計画1回） 

３）実態調査の実施 

 

（８）家畜防疫・衛生指導対策事業 

地域伝染病発生時の対応を支援するため、県推進会議を開催するとと

もに、生産段階における防疫演習を行うなど地域の自衛防疫体制の充実

強化を図る。 

 

【事業の財源】中央畜産会受託金 

 

≪令和５年度計画≫ 

１）県推進会議開催 １回（前年度計画1回） 

２）防疫演習の開催 ３回（前年度計画3回） 

  ３）馬伝染性貧血検査等への助成 

 



 

 

４．家畜改良事業 

（１）凍結精液・凍結受精卵供給事業 

肉用牛及び乳用牛の資質改良に資するため、県及び関係団体と連携し、

優良な凍結精液・受精卵の円滑な供給を行う。 

 

【事業の財源】家畜改良事業販売手数料収入 

 

≪令和５年度計画≫ 

 県内の畜産農家から需要が多い県基幹種雄牛及び家畜改良事業団の凍結

精液や受精卵について各地域サブセンターを通じて畜産農家へ提供する。 

１）凍結精液供給 

   肉用牛 8,500本・乳用牛 500本（前年度計画 8,500本・500本） 

  ２）受精卵供給 20個[県種雄牛受精卵]（前年度計画20個） 

 

（２）産肉能力平準化促進事業 

家畜改良事業団から委託を受け、全国レベルでの肉用牛産肉能力の平

準化を迅速に向上させることを目的に調整交配を実施する。 

 

【事業の財源】家畜改良事業団受託金 

 

≪令和５年度計画≫ 

調整交配計画頭数 28頭（前年度計画28頭） 

 

 

５．家畜市場管理運営事業 

（１）家畜市場管理運営事業 

公正な家畜取引及び適正な価格形成を確保するため、当協会が所有す

る福島県家畜市場施設を市場開設者の利用に供し、家畜のせりが円滑に

運営できるよう適切な維持管理業務を行う。 

 

【事業の財源】施設利用料収入等



 

≪令和５年度計画≫ 

畜 種 区 分 開 設 者 回 数 日 数 

肉 用 牛 
子 牛 

全農県本部 
24 24 

成 牛 12 12 

乳 用 牛 

子 牛 全農県本部 12 12 

子 牛 
県酪農協 

12 12 

成 牛 4 4 

 

（２）福島県家畜市場に係る施設整備 

家畜のせりが円滑にできるよう施設整備を行う。 

 

【事業の財源】施設利用料収入等 

 

①  セリシステム改修（令和４年度繰越分） 

≪令和５年度計画≫ 

インボイス対応のセリシステム改修費用 必要見込み額：300万円 

 

②  家畜市場内音響設備 

≪令和５年度計画≫ 

音響設備更新必要見込み額：320万円 

 

③  つなぎ場舗装工事 

≪令和５年度計画≫ 

つなぎ場舗装工事必要見込み額：250万円 

 

 

６．価格安定事業 

（１）肉用子牛生産者補給金制度（第７業務対象年間 令和２年度～６年度） 

肉用子牛価格安定等特別措置法に基づき、肉用子牛の平均売買価格が

保証基準価格、合理化目標価格を下回ったときに、当協会と肉用子牛生

産者補給金契約を締結した肉用子牛の生産者に対し生産者補給金を交付

する。 

   また、肉用子牛生産者補給金交付業務の高度化及び同制度の適正な実

施体制の確保を図るための調査指導事業、肉用子牛取引情報等の収集及

び指定協会の運営体制の強化に努め、肉用子牛生産の安定及び肉用牛経

営の安定を図る。  



 

 

【事業の財源】農畜産業振興機構補助金（定額） 

 

≪令和５年度計画≫ 

１）保証基準価格と合理化目標価格 

品種区分 保証基準価格(円) 合理化目標価格(円) 

黒 毛 和 種 
５５６，０００ 

(５４１，０００) 

４３９，０００ 

(４２９，０００) 

褐 毛 和 種 
５０７，０００ 

(４９８，０００) 

４００，０００ 

(３９５，０００) 

その他の肉専用種 
３２５，０００ 

(１６４，０００) 

２５６，０００ 

(２５３，０００) 

乳用種の品種 
１６４，０００ 

(１６４，０００) 

１１０，０００ 

(１１０，０００) 

乳用種との交雑種 
２７４，０００ 

(２７４，０００) 

２１６，０００ 

(２１６，０００) 

（   ）前年度価格 

 

２）個体登録計画頭数                             

品種区分 個体登録頭数(頭) 

黒 毛 和 種 
   １３，０００

(１３，０００)

褐 毛 和 種 
       １０

(１０)

その他の肉専用種 
      １００ 

(１００) 

乳用種の品種  
      ２００ 

(２００) 

乳用種との交雑種 
    ８，０００ 

(８，０００) 

（   ）前年度計画 

  



 

３）個体登録１頭当たりの積立金等及び負担区分  （単位：円） 

品種区分 
生産者 

積立金 

負 担 区 分 手数料 

(生産者 

 負担) 

国 

(1/2) 

県 

(1/4) 

生産者 

(1/4) 

黒 毛 和 種 1,600 800 400 400 800 

褐 毛 和 種 6,000 3,000 1,500 1,500 800 

その他の肉専用種 18,800 9,400 4,700 4,700 800 

乳用種の品種  6,800 3,400 1,700 1,700 800 

乳用種との交雑種 3,200 1,600 800 800 800 

 

（２）和子牛生産者臨時経営支援事業 

事業へ参加申込をした肉用牛繁殖経営者の肉用子牛生産者補給金制度

個体登録牛で令和５年１月から１２月に販売した肉用子牛の販売対象期

間の平均売買価格が、発動基準を下回った場合に、当該平均売買価格と

発動基準の差額の４分の３を支援する。 

品種区分 算定基準 
発動基準 

 (消費税込み) 

黒毛和種 四半期別・東北ブロック ６０万円 

褐毛和種 四半期別・全国ブロック ５５万円 

その他肉専用種 年間・全国ブロック ３５万円 

 

【事業の財源】農畜産業振興機構補助金（定額） 

 

（３）肉用牛肥育経営安定交付金制度 

（第２業務対象年間 令和４年度～令和６年度） 

   肉用牛肥育経営の安定を図るため、収益が悪化した場合に、生産者の

拠出した基金と国の交付金から、標準的販売価格が標準的生産費を下回

った場合、差額の９割を交付する。 

 

【事業の財源】農畜産業振興機構委託費 

 

≪令和５年度計画≫ 

１）品種区分 

ア 肉専用種:黒毛和種、褐毛和種、日本短角種、無角和種、アンガス

種、ヘレフォード種、その他国内で肉生産を主たる目的にしてい

る牛 



 

イ 交雑種:肉専用種と乳用種の交雑種 

ウ 乳用種:ホルスタイン種、ジャージー種など 

２）個体登録 

生産者申込期間:生後満６ヶ月齢から満１４ヶ月齢迄の牛 

３）販売の報告 

報告期間:牛を販売した日が属する月の翌月の 15 日迄 

４）補填金交付対象牛 

期限迄に生産者負担金が納付されている牛 

満 17 か月齢以上で、県内において８ヶ月以上肥育され、販売が確認さ

れた牛 

 

５）個体登録牛 1 頭当たりの負担金 

品種区分 

生産者 

負担金 

（円） 

手数料 

(生産者負担) 

(円) 

肉専用種 
15,000 

(5,000) 
500 

交 雑 種 
19,000 

(13,000) 
500 

乳 用 種 
19,000 

(11,000) 
500 

（   ）前年度当初負担金 

 

 

６）肥育安定基金造成見込頭数         （単位：頭） 

区 分 肉専用種 交雑種 乳用種 計 

令和５年２月～ 

 令和６年１月 

8,850 

(8,850) 

5,000 

(5,000) 

150 

(150) 

14,000 

(14,000) 

（   ）前年度計画 

 

 

７．その他の事業（相互扶助等事業）について 

（１）草地改良等推進事業 

草地関係資材等の斡旋を行う。 

 



 

（２）養蜂の振興及び家畜人工授精師の資質向上等に関連する事業 

福島県養蜂協会及び福島県家畜人工授精師協会の業務に関する受託事

務を行う。 

 

（３）野生イノシシ経口ワクチン散布対策事業 

   野生イノシシを介した豚熱のまん延防止に有効な経口ワクチン散布に

関する事務を行う。 

 

（４）損害賠償対策事業 

東京電力福島第一原発事故に伴う農畜産物の出荷停止や風評被害等に

よる農家損害の請求手続等を迅速かつ適切に行うため、福島県農業協同

組合中央会等の農畜産関係団体で構成されているＪＡグループ東京電力

原発事故農畜産物損害賠償対策福島県協議会を窓口に、東電に対する畜

産農家等の損害賠償請求とりまとめ事務を行う。 

 


